
○清涼飲料水に関係する規格基準等の比較
（ｍｇ／Ｌ）

番号 物質名
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注）（１）水質基準に関する省令
　　（２）厚生労働省健康局長通知
　　（３）食品衛生法　食品、添加物等の規格基準　第1 食品　D 各条　清涼飲料水　2 清涼飲料水の製造基準 (2)ミネラルウォーター類
　　（４）食品衛生法　食品、添加物等の規格基準　第1 食品　D 各条　清涼飲料水　2 清涼飲料水の製造基準 (1)ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料
　　　　　（果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを冷凍したものであつて、原料用果汁以外のもの）及び原料用果汁以外の清涼飲料水
　　（５）コーデックス規格　ボトルド・パッケージド・ウォーター：ＷＨＯ飲料水ガイドラインに準じる
　　(６)厚生省生活衛生局食品保健課長通知
　　　　 ０．８mg/l　を越えるフッ素を含有する原水を用いて製造されたミネラルウォーター類にあっては、
　　　　　「七歳未満の乳幼児は、このミネラルウォーターの飲用を控えてください。（フッ素濃度○mg/l　）」の旨の表示
　　（７） フッ素：1mg/l　を越える場合「フッ素化合物含有」ラベル上に表示、
　　　　　　　　　　２mg/l　を越える場合「本製品は幼児及び７歳未満の児童には適しません」ラベル上に表示
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